
休学願について 

 

【記入手順】 

１．本人氏名・住所、保証人氏名・住所（緊急時に連絡取れる方）を記入。 

２．休学の事由（何のために休学するか）を記入。 

３．休学期間を記入。 

４．指導教員から承認印をもらう。 

５．各担当部署より確認印をもらう。（必ず休学期間記入・指導教員押印後に） 

※指導教員が不在等で承認印をもらえない場合は、事務室にご相談ください。 

 

【提出場所】 

人文社会学部・国際地域創造学部事務室（文系総合研究棟 1階） 

 

【休学願の提出時期】 

 休学の手続きを行う時期により、授業料の債権等が発生する場合があるのでご注意ください！ 

パターン① 

・前期(4月 1日)から休学→3月中に手続きを行う→休学願を 3月中旬に提出 

・後期(10月 1日)から休学→9月中に手続きを行う→休学願を 9月中旬に提出 

パターン② 

・前期(4月 2日以降)から休学→4月末までに手続きを行う→休学願を 4月中に提出 

・後期(10月 2日以降)から休学→10月末までに手続きを行う→休学願を 10月中に提出 

※授業料の債権が発生するため、1か月分の授業料を収めた上での休学になります。 

パターン③ 

・前期(5月以降)から休学→7月 1日までに手続きを行う→休学願の提出は 7月 1日まで 

・後期(11月以降)から休学→1月 20日までに手続きを行う→休学願の提出は 1月 20日まで 

※授業料の債権が発生するため、学期分の授業料を収めた上での休学になります。 

パターン④ 

・7月 2日以降、前期の休学はできません（※病気等の理由を除く） 

・1月 21日以降、後期の休学はできません（※病気等の理由を除く） 

例．前期休学の場合 

 

 

 

 

 

 

【復学・休学延長について】 

 休学期間が終了しても、自動で復学・休学にはなりませんので注意してください。必ず「復学願」

又は「休学延長願」を提出してください。期日までに、「復学願」の提出がない場合、授業登録がで

きません。また、休学を延長の場合、「休学延長願」が上記期日までに提出がない場合、授業料が発

生します。場合によっては授業料未納等で除籍になることもあるので注意してください。 

4月 1日 5月 1日 7月 1日 

4月中手続き完了 

(授業料 1か月分支払) 

7月 1日までに手続き完了 

(授業料全額支払) 

3月中手続き完了 

(授業料発生なし) 
休学原則不可 



 

★４月１日（又は１０月１日）以降の授業料債権発生後に 

休学申請をする場合の授業料の納付先口座・・・ 

 

 


